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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日
ただし，外国人技能実習機構の設立規定については，公布の日（平成28年11月28日）

※ 法務省及び厚生労働省で共管法律の概要

施行期日

優良な実習実施者・監理団体に限定して，第３号技能実習
生の受入れ（４～５年目の技能実習の実施）を可能とする。
【第２条，第９条，第２３条及び第２５条関係】

(1) 技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに，
技能実習に関し基本方針を策定する。【第３条から第７条まで関係】

(2) 技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし，
技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定
の基準や認定の欠格事由のほか，報告徴収，改善命令，認定
の取消し等を規定する。【第８条から第１６条まで関係】

(3) 実習実施者について，届出制とする。【第１７条及び第１８条関係】

(4) 監理団体について，許可制とし，許可の基準や許可の欠格事
由のほか，遵守事項，報告徴収，改善命令，許可の取消し等を
規定する。【第２３条から第４５条まで関係】

(5) 技能実習生に対する人権侵害行為等について，禁止規定を設
け違反に対する所要の罰則を規定するとともに，技能実習生に
対する相談や情報提供，技能実習生の転籍の連絡調整等を行
うことにより，技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
【第４６条から第５１条まで関係】

(6) 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに，
地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。
【第５３条から第５６条まで関係】

(7) 外国人技能実習機構を認可法人として新設し，【第３章関係】
・(2)の技能実習計画の認定 【第１２条関係】

・(2)の実習実施者・監理団体に報告を求め，実地に検査
【第１４条関係】

・(3)の実習実施者の届出の受理 【第１８条関係】

・(4)の監理団体の許可に関する調査 【第２４条関係】

等を行わせるほか，技能実習生に対する相談・援助等を行う。
【第８７条関係】

２．技能実習制度の拡充

技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認
定法の改正を行うほか，所要の改正を行う。

３．その他

１．技能実習制度の適正化
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため，技能実習に関し，基本理念を定め，
国等の責務を明らかにするとともに，技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け，これらに
関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる。

平成28年11月18日成立

同年11月28日公布

平成29年11月1日



介護職種の追加について

【基本的考え方】

３つの要件に対応
できる制度設計

（例）
・監理団体による実習実施機関に対す
る監理の徹底（許可制度）
・適切な技能実習の確保（技能実習計画
の認定制度）

（例）
・日本語能力（入国時は「Ｎ３」程度が望
ましい水準、「Ｎ４」程度が要件。２年目
は「Ｎ３」程度が要件）
・実習指導者の要件（介護福祉士等）
・受入人数枠（小規模な場合の上限設定）

見直し内容の詳細が確定した
段階で懸念に対応できること
を確認

見直し内容の詳細が確定した
段階で懸念に対応できること
を確認

職種追加時までに詳細な
設計
職種追加時までに詳細な
設計

対応対応

○ 職種追加に向け、様々な懸念に対応できるよう、「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まと
め」（平成27年2月4日）で示された具体的な対応の在り方に沿って、制度設計を進める。

本体の制度見直し
での対応

介護固有の要件等

○ 外国人介護人材の受入れは、介護人材の確保を目的とするのではなく、技能移転という制度趣旨に沿って対応。

○ 職種追加に当たっては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、以下の３つの要件に対応
できることを担保した上で職種追加。

① 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージとならないようにすること。

② 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力
が損なわれないようにすること。

③ 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。
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技能実習制度への介護職種の追加に当たっての要件設定について

一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理
解に裏付けられた以下の業務を、移転対象とする
・必須業務＝身体介護（入浴、食事、排泄等の介助等）
・関連業務＝身体介護以外の支援（掃除、洗濯、調理等）、間接業務（記録、申し送り等）
・周辺業務＝その他（お知らせなどの掲示物の管理等）

1. 移転対象となる適切な
業務内容・範囲の明
確化

・１年目（入国時）は「Ｎ３」程度が望ましい水準、「Ｎ４」程度が要件。２年目は「Ｎ３」程度が要件
・入国後、ＯＪＴや研修等により、専門用語や方言等に対応
（参考）「Ｎ３」：日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる

「Ｎ４」：基本的な日本語を理解することができる （日本語能力試験：独立行政法人国際交流基金、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施）

2. 必要なコミュニケー
ション能力の確保

3. 適切な公的評価
システムの構築

・試験実施機関は、技能実習の新制度で求められる要件を満たす団体を選定
・各年の到達水準は以下のとおり
１年目 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
２年目 指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
３年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
５年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

・「介護」の業務が現に行われている機関を対象とする（介護福祉士国家試験の実務経験対象施設）
ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない
・経営が一定程度安定している機関（原則として設立後３年を経過している機関）に限定

4. 適切な実習実施機関の
対象範囲の設定

5. 適切な実習体制の
確保

6. 日本人との同等処遇
の担保

7. 監理団体による
監理の徹底

・受入れ人数の上限 小規模な受入機関（常勤職員数３０人以下）の場合、常勤職員総数の１０％まで
・受入れ人数枠の算定基準 「常勤職員」の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」に限定
・技能実習指導員の要件 介護職として５年以上の経験を有する介護福祉士等
・技能実習計画書 技能移転の対象項目ごとに詳細な作成を求める
・入国時の講習 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ
・介護報酬での取扱い 訪日後研修後、就労開始６か月後から配置基準に算定。日本語能力試験N2を取得

している者は就労開始時から算定（EPAと同様）

「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」を徹底するため、以下の方策を講じる
・受入時 ： 賃金規程等の確認
・受入後 ： 訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認、監理団体への定期報告
※EPAにおける取組を参考に、監理団体による確認等に従わない実習実施機関は、技能実習の実施を認めないことも検討

・技能実習制度本体の見直しによる、新制度に沿った監理の徹底を図る
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技能実習制度の仕組み（新制度の内容を含む。）技能実習制度の仕組み（新制度の内容を含む。）

技能実習の流れ技能実習制度の受入れ機関別のタイプ

受
入
企
業

労働者労働者

送出し国 日本

海外支店等 ④申請

⑤入国
許可

地
方
入
国
管
理
局

⑥入国

【企業単独型】 日本の企業等が海外の現地法人，
合弁企業や取引先企業の職員を
受け入れて技能実習を実施

①雇用契約

１
年
目

○帰国

○入国 在留資格：「技能実習１号イ，ロ」

講習（座学）
実習実施者（企業単独型のみ）又は監理団体で
原則２か月間実施 （雇用関係なし）
実習

実習実施者で実施（雇用関係あり）
※団体監理型：監理団体による訪問指導・監査

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習２号イ，ロ」

①対象職種：送出国のニーズがあり，公的な技能評価制度が
整備されている職種 （現在74職種133作業）

②対象者 ：所定の技能評価試験（技能検定基礎級相当）の
学科試験及び実技試験に合格した者

基礎級
（実技試験及び
学科試験の受検
が必須）

【団体監理型】
非営利の監理団体（事業協同組合，商
工会等）が技能実習生を受入れ，傘下
の企業等で技能実習を実施

送出し
機関 監理

団体

労働者労働者

日本

地
方
入
国
管
理
局

③
応
募
・

選
考
・決
定

⑧申請

（実習実施者）

②
技
能
実
習

生
受
入
申
し

込
み

①契約

⑨入国
許可

⑪
技
能
実
習
開
始

⑫
指
導
・支
援

送出し国

④雇用契約

○技能実習制度は，国際貢献のため，開発途上国等の外国人を日本で一定期間（最長5年間）に限り受け入れ，ＯＪＴを通じて技能を
移転する制度。（平成５年に制度創設）

○技能実習生は，入国直後の講習期間以外は，雇用関係の下，労働関係法令等が適用されており，現在全国に約２３万人在留している。

受入
企業

受入
企業

技
能
実
習
1
号

実
習

技
能
実
習
2
号

実
習

技
能
実
習
3
号

実
習

講
習

2
年
目

3
年
目

3級
（実技試験の
受検が必須）

2級
（実技試験の
受検が必須）

4
年
目

5
年
目

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習３号イ，ロ」

①対象職種：技能実習2号移行対象職種と同一

②対象者 ：所定の技能評価試験（技能検定3級相当）の実
技試験に合格した者

③監理団体及び実習実施者：一定の明確な条件を充たし，優
良であることが認められるもの

※

在
留
期
間
の
更
新

※

在
留
期
間
の
更
新

※新制度の内容は赤字

○一旦帰国（１か月以上）

機 構

②実習計画
申請

③実習計画
認定

機 構

⑥申請（団体・
実習計画）

⑦団体許可・実
習計画認定

※機構による調査を経て，主務大臣が団体を許可

（⑤実習計画作成，申請）

※平成28年12月末時点
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産業競争力の強化に関する実行計画（2015年版）（抜粋） （平成27年２月10日閣議決定）

二． 重点施策の内容、実施期限及び担当大臣

１．「日本産業再興プラン」関係

（２）雇用制度改革・人材力の強化

施策項目 施策の内容及び実施期限 担当大臣

外国人技能実習制度の
抜本的な見直し

・ 外国人技能実習制度の新たな制度管理運用機関を設置するため、
必要な法的措置を速やかに講じる。

・ 監理団体及び受入れ企業が一定の明確な条件を充たし、優良であ
ることが認められる場合、技能等のレベルの高い実習生に対して認
める技能実習期間の延長（３年→５年）につき、必要な法的措置を
速やかに講じる。

法務大臣
厚生労働大臣

・ 介護の対象職種追加に向け、質の担保など、介護サービスの特性
に基づく要請に対応できるよう具体的な制度設計を進め、技能実習
制度の見直しの詳細が確定した段階で、介護サービスの特性に基
づく要請に対応できることを確認の上、新たな技能実習制度の施行
と同時に対象職種への追加を行う。

厚生労働大臣

※ 産業競争力の強化に関する実行計画（2016年版）（平成28年２月５日閣議決定）にも同旨の記述あり
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7

児童福祉法関係の施設・事業
知的障害児施設
自閉症児施設
知的障害児通園施設
盲児施設
ろうあ児施設
難聴幼児通園施設
肢体不自由児施設
肢体不自由児通園施設
肢体不自由児療護施設
重症心身障害児施設
重症心身障害児（者）通園事業
肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた
指定医療機関（国立高度専門医療研究センター及び独立行政
法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大
臣の指定するもの）
児童発達支援
放課後等デイサービス
障害児入所施設
児童発達支援センター
保育所等訪問支援

障害者総合支援法関係の施設・事業
障害者デイサービス事業（平成18年9月までの事業）
短期入所
障害者支援施設
療養介護
生活介護
児童デイサービス
共同生活介護（ケアホーム）
共同生活援助（グループホーム）
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
知的障害者援護施設（知的障害者更生施設・知的障害者授産
施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場）
身体障害者更生援護施設（身体障害者更生施設・身体障害者
療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場）
福祉ホーム
身体障害者自立支援
日中一時支援

生活サポート
経過的デイサービス事業
訪問入浴サービス
地域活動支援センター
精神障害者社会復帰施設（精神障害者生活訓練施設・精神
障害者授産施設・精神障害者福祉工場）
在宅重度障害者通所援護事業（日本身体障害者団体連合
会から助成を受けている期間に限る）
知的障害者通所援護事業 （全日本手をつなぐ育成会から助
成を受けている期間に限る）
居宅介護
重度訪問介護
行動援護
同行援護
外出介護（平成18年9月までの事業）
移動支援事業

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
第1号通所事業
老人デイサービスセンター
指定通所介護（指定療養通所介護を含む）
指定地域密着型通所介護
指定介護予防通所介護
指定認知症対応型通所介護
指定介護予防認知症対応型通所介護

老人短期入所施設
指定短期入所生活介護
指定介護予防短期入所生活介護
養護老人ホーム※1
特別養護老人ホーム（指定介護老人福祉施設）
軽費老人ホーム※1
ケアハウス※1
有料老人ホーム※1
指定小規模多機能型居宅介護※2
指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2
指定複合型サービス※2
指定訪問入浴介護

指定介護予防訪問入浴介護
指定認知症対応型共同生活介護

指定介護予防認知症対応型共同生活介護
介護老人保健施設

指定通所リハビリテーション
指定介護予防通所リハビリテーション
指定短期入所療養介護

指定介護予防短期入所療養介護
指定特定施設入居者生活介護
指定介護予防特定施設入居者生活介護

指定地域密着型特定施設入居者生活介護
サービス付き高齢者向け住宅※３
第1号訪問事業

指定訪問介護
指定介護予防訪問介護

指定夜間対応型訪問介護
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

生活保護法関係の施設

救護施設
更生施設

その他の社会福祉施設等

地域福祉センター
隣保館デイサービス事業
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

ハンセン病療養所
原子爆弾被爆者養護ホーム
原子爆弾被爆者デイサービス事業

原子爆弾被爆者ショートステイ事業
労災特別介護施設
原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業

家政婦紹介所（個人の家庭において、介護等の業務を行
なう場合に限る）

病院又は診療所
病院

診療所

※１ 特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。）、介護予防特定施設入居者
生活介護（外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。）、地域密着型特定施設入居者生活介
護（外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。）を行う施設を対象とする。
※２ 訪問系サービスに従事することは除く。
※３ 有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。

対象施設 【介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するもの
について、訪問介護等の訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの】



介護報酬における技能実習生の取扱いについて

EPA

インドネシア・
フィリピン人
候補生 ６か月 ６か月

入国

訪日後研修 就労 算定

技能実習「介護」
（案）

注１）技能実習制度については、11月１日に施行。
注２）日本語能力試験N2を取得している者については、就労開始から算定されることとなる（ＥＰＡと同様）。

２か月

算定

N５以上

６か月

就労

N４以上
訪日後研修
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インドネシア（平成20年度～） フィリピン（平成21年度～） ベトナム（平成26年度～）

訪日前日本語研修（６か月）※１，※２

マッチング

訪日前日本語研修（１２か月）※１

訪日後日本語等研修（６か月）【特定活動】※１

日本語能力試験
N3以上のみ

入国【特定活動】

訪日後日本語等研修（約２．５か月）
【特定活動】

注 【 】内は在留資格を示す。
注 日本語能力試験N２以上の候補者は※１の日本語研修を免除。
また、一定期間内に日本語能力試験N3若しくはN4を取得した候補者は※２の日本語研修を免除。

注 フィリピン及びベトナムにおいては上記の他に就学コースがある（フィリピンは平成２３年度より、ベトナムは入国当初より受入れ実績なし）。

（看護）インドネシアの看護師資格＋実務経験２年
（介護）「高等教育機関（３年以上）卒業＋インドネシア
政府による介護士認定」又は「インドネシアの看護
学校（３年以上）卒業」

（看護）フィリピンの看護師資格＋実務経験３年
（介護）「４年制大学卒業＋フィリピン政府による介護
士認定」又は「フィリピンの看護学校（学士）（４
年）卒業」

（看護）３年制又は４年制の看護課程修了＋ベトナムの
看護師資格＋実務経験２年

（介護）３年制又は４年制の看護課程修了

要件

受入れ施設（病院・介護施設）で雇用契約に基づき就労・研修【特定活動】

日本語能力試験
N5程度以上のみ

平成26年度受入れ～

経済連携協定に基づく受入れの枠組

○ 候補者の受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応ではなく、二国間の経済活動の連携の強化の観点か

ら、経済連携協定（EPA）に基づき、公的な枠組で特例的に行うものである。

日本語能力試験
N5程度以上のみ

平成28，29年度受入れ
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